
中小M&Aガイドライン（第2版）遵守の宣言について 
 

合同会社BPRサービスは、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企

業庁が定めた「中小M&Aガイドライン（第2版）」（令和５年９月）を遵守していることを、ここに宣言い

たします。  

合同会社BPRサービスは、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。 

  

記 

 

○支援の質の確保・向上に向けた取組  

 

１．依頼者との契約に基づく義務を履行します。  

・善良な管理者の注意（善管注意義務）をもって仲介業務・FA業務を行います。  

・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。  

 

２．契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するため

の対応を行います。  

 

３．代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠

であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、

発信したメッセージと整合的な取組を実施します。  

 

４．知識・能力の向上のための取組を実施しています。  

 

５．支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。  

 

６．業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を

実施しています。  

 

 

○M＆Aプロセスにおける具体的な行動指針  

 

７．専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。

その際、以下の点に留意します。  

・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。  

・仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務

（善管注意義務）を負っていることを自覚し、適切に取扱います。  

 

８．仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。  
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